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宝が池公園の魅力向上に資する公園施設整備に係る 

設置許可候補事業者の募集 
 

京都市では、宝が池公園の魅力向上に資する公園施設を民間事業者の活力とノウハウ

をいかして整備するため、同公園内の菖蒲園を対象に、公募型プロポーザル方式で、施設

の設置及び管理に係る提案を行う事業者を広く募集します。 

 

１ 公園施設整備対象エリアの概要（別紙参照） 

  宝が池公園内の菖蒲園を対象とします。 

  また、本市資産の有効活用の観点から、菖蒲園北側に隣接する未利用の本市普通

財産（以下「北側市有地」という。）を含めて、一体的に提案を行うことも可能とし

ます。 

※ 菖蒲園内にある菖蒲池は、施設整備の対象外とします。 

※ 菖蒲園における提案は必須、北側市有地における提案は任意とし、下記⑴に 

示す敷地面積の範囲内で、必要な面積を使って提案を行うものとします。 

 ⑴ 所在地及び敷地面積 

  ア 菖蒲園 

   ・ 所 在 地 京都市左京区松ケ崎榎実ケ芝１８番地１ 他 

   ・ 敷地面積 約１３，０００㎡（ただし、菖蒲池に係る面積を除く。） 

  イ 北側市有地 

   ・ 所 在 地 京都市左京区岩倉幡枝町１０６７番地４ 他 

   ・ 敷地面積 平地は約３，９００㎡、全体は約３２，３００㎡ 

 ⑵ 主な公法上の規制等 

 ア 菖蒲園 イ 北側市有地 

区域区分 市街化調整区域 市街化調整区域 

建 蔽 率 ２０％（風致地区による） ３０％（風致地区による） 

容 積 率 １００％ １００％ 

景観保全 風致地区第１種地域 他 風致地区第２種地域 他 

眺望景観 眺望空間保全区域 他 眺望空間保全区域 他 

そ の 他 
屋外広告物禁止区域 他 屋外広告物第１種地域 

周知の埋蔵文化財包蔵地 他 

 



２ 申込資格 

  募集要項に掲げる欠格条件に該当しない法人とします。 

 

３ 主な募集条件 

⑴ 募集する公園施設の種類 

ア 都市公園法上の公園施設のうち、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、

便益施設、展望台又は集会所 

イ 上記ア以外の種類の公園施設 

    公園利用者の利便性向上や周辺地域の活性化につながる公園施設に限り、上記

アと合わせて設置することを可能とします。 

 ⑵ 本市の求める提案等 

  ア 宝が池公園の関係者が目指す姿の実現 

   ・ 「宝が池みらい共創指針」の内容との整合 

   ・ 「宝が池みらい共創会議」の活動への支援 

  イ 本市の人口減少対策に資する取組の推進 

  ウ 自然環境や景観への配慮 

  エ 市民の豊かさにつながる都市の成長への貢献 

 ⑶ 事業期間 

事業期間はおおむね２０年間（公園施設の設置工事期間及び原状回復期間を含む）

とし、設置許可は、その範囲内でおおむね３年ごとに更新します。 

 

４ 設置許可候補事業者の選定方法 

申込事業者から提出された書類を基に、京都市都市緑化審議会に設置した「宝が

池公園施設整備事業者選定部会」（以下「選定部会」という。）において審査を行

い、最高得点を獲得した事業者を、設置許可候補事業者として選定します。 

 

５ 資料の公開 

募集要項や審査基準、申込書類の様式等は、下記ウェブサイトで公開します。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000335404.html 

 

６ 今後の予定 

募集要項の配布開始 令和６年１２月１９日（木） 

基礎資料の貸出期間 令和６年１２月１９日（木）～令和７年４月２４日（木） 

質疑の受付期間 

（２回実施） 

①令和７年１月１６日（木）～令和７年１月２３日（木） 

②令和７年２月１３日（木）～令和７年２月２０日（木） 

現地説明会 令和７年２月６日（木） 

申込書類の受付期間 令和７年４月１７日（木）～令和７年４月２４日（木） 

選定部会の開催及び設置

許可候補事業者の選定 
令和７年５～６月頃 

協定書の締結 令和７年６～７月頃 

設置許可書の発行 令和７年度中 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000335404.html


 

 

【宝が池公園 全体像】 ※「宝が池みらい共創指針」抜粋 

【菖蒲園周辺 拡大図】  
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【菖蒲園現況写真】 

 

 

 

 

【北側市有地現況写真】 

 

 

 

 


